
指標 

（厚労省提出指標）

Process

期間 各指標の計算式と分母・分子の項目名 分母・分子の解釈 

分子 身体抑制を実施した延べ日数（A、B、C 共通） ６歳以下およびセンサーマットを除く 

分母 
Ａ）当月の身体抑制を実施した実患者数  

Ｂ）当月の入院患者延べ数（退院患者延べ数含む）   

Ｃ）複数スタッフで検討した記録のある回数 

収集期間 １ヶ月毎  

調整方法 

身体抑制 

○師長会で集計したデータの共有。改善に向けた活動をして行きたいが。なかなか活動が始まらない。看護師

のトピックス研修で当院の抑制の実態と認知症患者のケアの方法を伝えた。（甲府協立病院） 

○カンファレンス内での検討で活用（三島共立病院） 

○「②数字の収集、把握ができず報告できない」を選択している病院もある。 

 A）B）C）ともに回答病院は昨年より減少しました。 

うち、年間通してデータ提出があったのはA)42病院、B)42病院、C)37病院でした。 

A)全体では、抑制日数は数値で見ると1人当たりの抑制日数は変化していないように見えますが、個別で見る

と、最小値を示した病院で７倍に増加しています。一方で昨年より2週間近くも縮めている病院があります。

B)抑制割合では昨年と変化はありませんでした。 

 C)解除・軽減の検討頻度では、若干日数が短縮しています。 

 2020年度の診療報酬改定により、看護体制を見直す病院も多数ありました。その中で医療活動を維持してい

くために抑制に頼らざるを得ない状況も発生しています。また、解除に向けての複数スタッフでの検討が難し

い状況もあります。2022年、更なる診療報酬改定によりこれまで以上に患者との関りが希薄となっていくこと

が懸念されていました。更に、コロナ第６～８波の流行で院内クラスター発生や、職員のコロナ感染・濃厚接

触による職員不足の中、抑制の数値が増加することも予測されましたが、変化はありませんでした。 

この指標では、一日のうち一時的に解除できたとしても、抑制日数としては１日と計算されます。データ入

力で「0」と入力されている月もありますので確認をお願いします。 

Ａ）医療保険適用病床における身体抑制患者1人あたり抑制日数、 
Ｂ）医療保険適用病床における抑制割合、 
Ｃ）解除・軽減の検討間隔（検討のべ日数/抑制のべ回数） 57

指標の意義 

指標の計算式、分母・分子の解釈 

改善・運用事例など 

2022年間数値報告 

・身体抑制の実態を把握し、早期に抑制解除を行う努力が継続されているかどうかを検証する。 

A）最小値 2.71    25％値  10.13   中央値 13.15   75％値 15.26   最大値 22.93 

B) 最小値 0.27    25％値  0.06    中央値  0.09   75％値  0.15    最大値  0.27 

C) 最小値 0.56    25％値  1.00     中央値  1.23    75％値  5.88     最大値  12.47 

回答病院 A)55病院 B)53病院  C)49病院 

考察・分析 


























